
　退職等年金給付の原資の積み立て状況をお知らせする「給付算定基礎額残高通知書」をご自宅に送
付します。
　なお、短期組合員は退職等年金給付が適用されないため送付されません。
　退職等年金給付制度の概要や給付の計算方法の詳細は、全国市町村職員共済組合連合会ホームペー
ジ（https://ssl.shichousonren.or.jp）をご覧ください。

　貸付金の特別償還や償還期間の変更を希望される方は、所属所の共済事務担当課に書類の提出をお
願いします。所属所における提出期限は、共済事務担当課へお問い合わせください。
　住宅借入金等特別控除を受けている方で、特別償還または償還期間の変更により償還期間が10年
（120回）未満となった場合は「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」が発行されませんので
ご注意ください。

　申請書を受理後、振込依頼書を送付し
ますので、納入期限までに振込みをお願
いします。
提出書類：全部・一部繰上償還申請書

　住宅貸付や災害貸付を受けている方は、6月・12月の年2回、償還期間の短縮や毎月・期末勤勉手当
併用償還の割合を変更することができます。
提出書類：住宅（災害）貸付金償還期間等変更申出書

トップページの「年金関係情報」⇒「退職等年金給付（年金払い退職給付）」からご覧いただけます。

貸付金の特別償還・償還期間等の変更貸付金の特別償還・償還期間等の変更を受付けますを受付けます

給付算定基礎額残高通知書給付算定基礎額残高通知書をを
5月に送付します5月に送付します

全国市町村職員共済組合連合会 検索

　退職等年金給付に係る保険料率を算定するための財政再計算が、令和5年度中に地方公務員共済組
合連合会で行われます。財政再計算の結果については後日お知らせします。

退職等年金給付の財政再計算が行われます

年金課　☎028-615-7817上記記事に関するお問い合わせは

5年に
1度！

繰上償還

住宅・災害貸付金償還期間等変更

償還方法
受付 共済組合

提出期限一部繰上償還 全部繰上償還

毎月償還 毎月

毎月

毎月5日

毎月・期末勤勉
手当併用償還

6月・12月
のみ 6月5日（月）

当組合提出期限：6月5日（月）当組合提出期限：6月5日（月）

総務課福祉係　☎028-615-7805上記記事に関するお問い合わせは 111111111111111共済だより 2023.5 No.346


